
《地域医療情報ＮＯ4６》速報 

①「院内保育所」－支給対象の「患者と接する」の条件に外れる 

②「院内売店」－「賃貸借契約による場所貸し営業」は対象外 

 第二次補正予算で「新型コロナウィルス感染症対応従事者慰労金交付事業」が予算化され、各県での補

正予算が確定する中で、「給付申請」が始まっています。しかし、制度の運用は、基本的に『患者と接す

る医療従事者や職員』という支給対象者が限定されたために、医療機関内を職場として働く全ての労働者

が対象とはされず、一部の職場・職種を対象外とする運用となっています。 

申請は、対象者を取りまとめて医療機関が行うこととされ、医療機関自らが、支給対象外を絞り込み、

申請者枠を狭めようとする動きが明らかとなっています。また、判断がグレーゾーンなため、県の担当部

局に事前問い合わせする中で、「院内保育所は対象外と指導された」などの対応も一部に出ています。 

愛知県のＨＰに掲載されているＱ＆Ａの「回答」 

対象４の中で、「委託業者の職員については①患者との接触を伴い、かつ、②継続して提供が必要な業

務である場合。」とされ、「院内保育所については患者と接する場合は対象となり得ます」と記載されてい

ます。・・・この記述を医療機関がどの様に解釈するかによって、申請対象とするか？の選択が分かれて

きます。 
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慰労金「Ｑ＆Ａ」は、厚生労働省および、各都道府県独自で策定されていますが、記述内容はグレーゾ

ーンの解釈・記述が微妙に違っています！ 慰労金は、20・10・5 万円の 3 ランクとなっていますが、と

りわけ、委託業者で働く職員や、医療機関に多い非正規労働者にとっては、低賃金で働いている状況の

中、支給対象となれば大変喜ばしい事です。しかるに、仕事の内容によって対象から外される場合もある

ということは納得いきません！ 医療機関は、病院職員だけでなく、派遣や委託、そして出入りの業者も

含めて、数多くの労働者の協同労働によって成り立っているのです！ 

★政府・厚労省及び都道府県が、支給対象者を限定せず、医療機関を勤務地

として働く全ての労働者を対象として「慰労金」を支給する事を求めます！ 
 

◎愛知県のＱ＆Ａの一部 


